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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を 

改正する法律及び関係省令等の施行について（周知依頼） 

 

 

 標記について国土交通省総合政策局安心生活政策課から別紙のとおり周知依頼が

ありました。 

本年４月１日以降、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を

改正する法律及び関係省令等が順次施行され（資料別添１）、常時雇用する労働者

数 301 人以上の事業主の女性活躍の推進に関する取り組みについての義務（資料別

添２）や職場におけるハラスメント対策に関する義務等（資料別添３）が強化され

る内容です。 

つきましては、貴協会傘下の会員事業者に対して周知をお願いいたします。 
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